健康管理手当の支給申請について

健康管理手当は、厚生労働省が定める１１の障害を伴う疾病（原子爆弾の放射能の影響によるものではないことが明らかなものを除く。）にかかり、現在医療を受けている方に支給します。ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当を支給されている方は該当しません。

1 健康管理手当認定申請書
1 氏名には、フリガナを記入してください。
2 居住地欄には、現住所の郵便番号・○○方・○○マンション・○○号室等も忘れずに記入してください。
3 電話番号は市外局番から記入してください。
4 被爆者健康手帳の受給者番号を忘れずに記入してください。
5 手当受給の有無については、現在手当を受給している場合は「有」、受給していない　場合は「無」に〇を記入してください。
6 障害名、疾病名は診断書のとおり記入してください。
7 振込先は、被爆者本人名義の口座を記入してください。
（口座番号、名義がわかるページ通帳のコピーを添付）
8 [bookmark: _Hlk69892294]記入漏れが無いか確認してください。
2 診断書
1 [bookmark: _Hlk69892364]被爆者一般疾病指定医療機関または現在治療を受けている病院・医院等で書いてもらってください。
2 現在治療中の病気で、支給対象となる１１障害のうち該当する１項目について書いてもらってください。
3 診断書は、申請日より概ね１ヶ月以内のもの。
3 認定の結果について
1 診断書に不備があった場合には、認定審査会の日（原則として毎月最終水曜日に開催）から２週間以内にその旨を通知しますので、補完のうえすみやかに再提出してください。
2 認定された方は、認定審査会が行われた月の翌月下旬頃に、認定通知および新しい　手当証書をお送りします。
4 問合せ先
兵庫県保健医療部疾病対策課　原爆被爆者相談室
電話　０７８－３６１－８６０４（直通）
（平日　午前１０時～１２時　午後１時～４時）

5 送付先　　↓　下記を切り取ってお使いください。

〒６５０－８５６７　　
神戸市中央区下山手通５－１０－１
[bookmark: _Hlk101449925]兵庫県保健医療部疾病対策課
　　原爆被爆者相談室
＜健康管理手当申請書類在中＞　


